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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】電力用半導体装置の樹脂筐体の形成において、
熱可塑性樹脂が流動する高さを変化させることによって
樹脂が充填される速度を選択的にコントロールし、充填
圧力を上げることなく充填速度を上げ、さらには配線材
料の変形を発生させない電力用半導体装置を提供する。
【解決手段】電力用半導体装置の構造として、基板上で
電気回路パターン１０の一部分の上に固着された少なく
とも一つの半導体素子４と、半導体素子の表面と電気回
路パターンとを接続し、または半導体素子の表面と他の
半導体素子の表面とを接続するループ形状の配線１１ｂ
と、基板の上で少なくとも半導体素子および配線を覆う
熱可塑性樹脂の樹脂筐体１とを備え、樹脂筐体の配線を
挟む位置に配線と平行な溝部が形成された電力用半導体
装置。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上で電気回路パターンの一部分の上に固着された少なくとも一つの半導体素子と、
　前記半導体素子の表面と前記電気回路パターンとを接続し、または前記半導体素子の表
面と他の半導体素子の表面とを接続するループ形状の配線と、
　前記基板の上で少なくとも前記半導体素子および前記配線を覆う熱可塑性樹脂の樹脂筐
体とを備え、
　前記樹脂筐体の前記配線を挟む位置に前記配線と平行な溝部が形成されたことを特徴と
する電力用半導体装置。
【請求項２】
　前記樹脂筐体を形成するための樹脂の注入口が、前記溝部に対して直交する方向の外表
面の端部近傍に設けられていることを特徴とする請求項１に記載の電力用半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は熱可塑性樹脂で封止される電力用半導体装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　熱可塑性樹脂封止型の電力用半導体装置においては、樹脂の固化速度が速く、成形のサ
イクル時間が短縮できる半面、短時間で封止を完了させる必要があるため、樹脂の充填速
度・充填圧力が高くなるという問題が有り、半導体素子などの保護にエポキシ樹脂などか
らなる保護樹脂を用いる方法が取られている。（例えば、特許文献１）
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平１１－３３０３１７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、これらの半導体装置ではエポキシ樹脂で保護する必要があるため、実際
にはエポキシ樹脂の塗布と昇温による固化処理が必要となるため、熱可塑性樹脂による成
形サイクルの短縮効果を十分に生かせず、また塗布位置や塗布量のコントロールを必要と
するため、検査も含め工程が煩雑であった。
　本発明はかかる問題点を解決し、樹脂が流動する高さを変化させることによって樹脂が
充填される速度を選択的にコントロールし、充填圧力を上げることなく充填速度を上げ、
さらには配線材料の変形を発生させない電力用半導体装置を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　この発明の一形態に係る電力用半導体装置は、基板上で電気回路パターンの一部分の上
に固着された少なくとも一つの半導体素子と、前記半導体素子の表面と前記電気回路パタ
ーンとを接続し、または前記半導体素子の表面と他の半導体素子の表面とを接続するルー
プ形状の配線と、前記基板の上で少なくとも前記半導体素子および前記配線を覆う熱可塑
性樹脂の樹脂筐体とを備え、前記樹脂筐体の前記配線を挟む位置に前記配線と平行な溝部
が形成されたことを特徴とするものである。
【発明の効果】
【０００６】
　この発明の一形態によれば、半導体素子および配線材料の部分のみ樹脂の厚みを小さく
することによって、充填圧力を小さくしても十分に筐体を形成することが可能となり、か
つ温度サイクルなどで発生する筐体の割れを抑制することが可能となった。
この発明のその他の形態および効果については、以下に説明する。
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【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明の実施の形態１にかかる電力用半導体装置の外観斜視図である
【図２】本発明の実施の形態１にかかる電力用半導体装置内部の斜視図である
【図３】本発明の実施の形態１にかかる電力用半導体装置の部分断面図である
【図４】本発明の実施の形態２にかかる電力用半導体装置の外観斜視図である
【図５】本発明の実施の形態２にかかる電力用半導体装置内部の斜視図である
【図６】本発明の実施の形態２にかかる電力用半導体装置の部分断面図である
【図７】本発明の実施の形態３にかかる電力用半導体装置の部分断面図である
【図８】本発明の実施の形態４にかかる電力用半導体装置の外観斜視図である
【図９】本発明の実施の形態４にかかる電力用半導体装置の部分断面図である
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下に図面を参照してこの発明の実施の形態について説明する。なお、各図において同
一または相当部分には同一の符号を付して、その説明を簡略化ないし省略することがある
。
実施の形態１．（参考）
　図１は本発明の実施の形態１にかかる電力用半導体装置１００の外形図である。また、
図２は本発明にかかる電力用半導体装置１００の内部の図であり、半導体素子の固定状態
を示している。
　電力用半導体装置１００は、熱可塑性樹脂例えばガラス繊維を配合することによって強
度を向上させたガラス繊維強化のＰＰＳ（ポリフェニレンサルファイド）よりなる樹脂筐
体１により外形をなし、外部との入出力のための外部端子２、信号端子３が露出している
。
【０００９】
　また、この電力用半導体装置１００には、半導体素子として、例えば表面にゲート電極
とエミッタ電極を有し、裏面にコレクタ電極を有するＩＧＢＴ４や、表面にアノード電極
を有し、裏面にカソード電極を有するＦＷＤｉ５が装着されている。これらの半導体素子
からの発熱を、裏面の放熱板６からシリコーングリス、ヒートシンク（共に図示せず）に
放熱するため、樹脂筐体１および放熱板６には、これをネジ締めするための穴７が形成さ
れている。放熱板６は、例えばアルミニウムを基材とする高熱伝導材料を用いた縦４０ｍ
ｍ×横７０ｍｍ、厚さ２ｍｍの板状である。また、樹脂筐体１にはＩＧＢＴ４やＦＷＤｉ
５を覆う領域で一部に凹部８が設けられている。
【００１０】
　図３は図１の電力用半導体装置１００のI－I方向の断面図である。ＩＧＢＴ４は、例え
ば縦７．５ｍｍ×横９ｍｍ、厚さが２５０μｍであり、ＦＷＤｉ５は、例えば縦４ｍｍ×
横９ｍｍ、厚さ２５０μｍである。ＩＧＢＴ４、ＦＷＤｉ５は、それぞれＳｎ－Ａｇ－Ｃ
ｕを基材とするはんだ９によって、その裏面は電力用半導体装置１００の回路を構成する
Ｃｕパターンからなる回路パターン１０に接続され、表面のエミッタ電極およびアノード
電極は、例えば直径３００μｍのＡｌワイヤからなる配線１１ａを４本用いて素子相互間
あるいは回路パターン１０に接続されている。回路パターン１０は分離された複数の領域
から形成される。また、配線１１ａはチップ端部や異なる電位を有する回路パターンを避
けるようなループが形成されている。
【００１１】
　また、ＩＧＢＴ４のゲート電極には信号ワイヤである別の配線１１ｂによって他の回路
パターン１０と接続されている。また、エミッタ電極の電位をとるためのワイヤ状の配線
１１ｃが信号用の配線１１ｂと平行して配線されて信号端子を取り出す別の回路パターン
１０上に接続されている。そして配線１１ａ，１１ｂ，１１ｃは上方に凸となるループ形
状に形成されている。また、外部端子２など外部との入出力に用いる端子はそれぞれ回路
パターン１０と接続されている。回路パターン１０は、例えばシリカなどの熱伝導フィラ
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ーを混合したエポキシを基材とする接着剤を兼ねた絶縁層１２によって放熱板６に固着さ
れる。そして、樹脂筐体１によって外部端子２、信号端子３、放熱板６の裏面が露出する
ように全体を封止して装置が構成される。
【００１２】
　回路パターン１０から樹脂筐体１表面までの距離は例えば４ｍｍ程度であるが、配線１
１ａ，１１ｂ，１１ｃのループの頂点となる凹部８ではその厚さが例えば２ｍｍである。
【００１３】
　封止樹脂であるＰＰＳは図１中の樹脂注入部であるゲート１３から注入される。ガラス
繊維強化の樹脂を使用した場合には、樹脂の注入方向と概ね平行にガラス繊維が整列する
事から、樹脂の注入方向と平行には熱膨張率が低く、注入方向と直交する方向には熱膨張
率が高いという特性を持っている。
【００１４】
　かかる構成にした理由について、以下に述べる。
　ＰＰＳをはじめとする熱可塑性樹脂によって樹脂封止をする際には樹脂が硬化する前に
成形金型内に樹脂を充填する必要があり、短時間で封止を完了させるために、製造時間が
短縮されるメリットがある半面、充填速度が速いということが問題となる。
【００１５】
　充填速度が速い場合、ＩＧＢＴ、ＦＷＤｉからの配線に用いられているＡｌワイヤの配
線が変形してしまい他の電極と接触する問題があるが、本願発明者らは、パッケージ樹脂
厚を薄くするほど配線の変形が少ない傾向があり、特に配線のループの頂点にかかる領域
の樹脂厚を例えば２ｍｍ以下に薄くする事によって配線変形が抑制されることを見出した
。
【００１６】
　しかしながら、装置全体の樹脂厚を小さくすることによって装置筐体の強度が低下しパ
ッケージクラックの原因となったり、成形条件でも充填圧力が高くなる傾向があり、半導
体素子であるＩＧＢＴやＦＷＤｉにダメージを与えたりする場合があった。
　本願発明者らは、樹脂注入の際に金型面に近い部分で金型面で発生する流動抵抗と、樹
脂温度が低下することから、流速が遅くなり、配線変形による不良を抑制する効果を得る
ことを実験的にも確認し、エポキシ樹脂などのコーティングが不要となる構造であること
を見出した。
【００１７】
　装置全体の樹脂厚を小さくする事によっても充填圧力を高くすることによって配線の変
形を抑えた状態で樹脂を充填することが可能であることを実験により見出したが、一方、
装置筐体の強度が低下しパッケージクラックの原因となったり、成形条件でも半導体素子
であるＩＧＢＴやＦＷＤｉにダメージを与えたりすることがあり、これらの封止では充填
圧力をできるだけ低く抑える必要があった。
【００１８】
　そこで、本発明により開示される装置構造によれば、金型に充填される樹脂の充填速度
を高速にした場合に配線などの配線材料の変形が発生しやすく、特にループの頂点に樹脂
が高速で接触すると接合部からの距離が長い分、倒れ方向の力が強くなり配線を変形させ
やすいが、配線のループ頂点近傍での樹脂の流速を遅くすることにより配線が変形しにく
いため、低圧で成形することが可能となり配線変形と半導体素子へのダメージの双方を抑
制したモジュール筐体成形を容易に実現することが可能となる。
【００１９】
　本実施の形態においては、放熱板として、接着絶縁層で回路パターンを貼り付けた構造
を示したが、パワーモジュールにおいて一般的に用いられている、放熱板上のアルミナや
窒化アルミなどのセラミック絶縁層に回路パターンが貼り付けられたセラミック絶縁基板
をはんだ付する構造とすることも可能であるし、放熱板材料としてもＣｕだけでなくＡｌ
も用いることが可能である。熱可塑性樹脂の熱膨張率は一般的な金属に対して大きいため
、熱伝導率が若干劣るものの、より熱膨張率の大きいＡｌを用いる方が好適である。



(5) JP 2012-114455 A 2012.6.14

10

20

30

40

50

【００２０】
　さらに、本実施の形態においては、回路パターンが絶縁層を介して放熱板に貼り付けら
れた例を示したが、回路パターンは必ずしも放熱板に貼り付けられるとは限らない。また
、絶縁層を介しているとも限らない。これらの場合を含めて、一般には回路パターンが何
らかの基板上に配置されている場合に適用される。また、半導体素子として、ＩＧＢＴ４
やＦＷＤｉ５の例を示したが、半導体素子はこれらに限られるものではなく、また個数も
２個に限られず１個または複数個であってよい。このことは他の実施の形態についても同
様である。
【００２１】
　以上説明したように、従来では、筐体となる樹脂の厚みを小さい部分では、樹脂充填中
の流速が遅くなるため配線材料の変形が小さくなるが、樹脂の充填圧力が高くなり、半導
体素子が破壊するという問題があった。これに対して本実施の形態では、半導体素子およ
び配線材料の部分のみ樹脂の厚みを小さくすることによって、充填圧力を小さくしても十
分に筐体を形成することが可能となり、かつ温度サイクルなどで発生する筐体の割れを抑
制することが可能となった。
【００２２】
実施の形態２．（参考）
　図４は本発明の実施の形態２にかかる電力用半導体装置２００の外形図であり、図５は
本発明にかかる電力用半導体装置２００の内部の図であり、半導体素子の固定状態を示し
ている。また、図６は図４の電力用半導体装置２００のII－II方向の断面図である。
【００２３】
　本実施の形態において開示される構造においては、ＩＧＢＴ４のエミッタ電極およびＦ
ＷＤｉ５のアノード電極の配線には例えば厚さ０．２ｍｍのＣｕからなる平板リード１４
が用いられており、それぞれの電極とはＳｎ－Ａｇ－Ｃｕを基材とするはんだ９によって
電気的に接続されている。ＩＧＢＴ４のゲート電極は例えば直径２００μｍのＡｌワイヤ
からなる線状の配線１１ｂによって回路パターン１０と接続されている。また、エミッタ
電極の電位をとるための配線１１ｃが配線１１ｂと平行して配線されて別の回路パターン
１０上に接続されている。そして配線１１ｂ，１１ｃは、チップ端部や異なる電位を有す
る回路パターンを避け、上方に凸のループ形状に形成されている。
【００２４】
　放熱板６上の回路パターン１０から熱可塑性樹脂の樹脂筐体１表面までの距離は例えば
４ｍｍであるが、配線１１ｂ，１１ｃのループの頂点となる凹部８ではその厚さが例えば
２ｍｍである。
【００２５】
　かかる構成にした理由について、以下に述べる。
　配線材料が従来のＡｌワイヤの配線であった場合にも、パッケージを薄くすることで配
線変形を抑制する効果はあったが、１００Ａを超える大電流を扱う場合などは配線本数が
１０本を超えるような配線が必要となるため、配線間へ熱可塑性樹脂が流入しにくいとい
う課題があった。
　特に大電流を流す配線について、配線間へ樹脂が流入しないと、通電中の配線発熱が大
きくなり、通電容量が低下しやすいという問題があり、配線間へ樹脂を流入させることが
必要となる。
【００２６】
　これに対して、本発明により開示される構造においては、大電流を扱う部分の配線を平
板状にすることによって配線材料の剛性が高くなるため、樹脂の充填による配線材料の変
形を抑制することが可能となる。
【００２７】
　しかしながら、信号用の配線１１ｂの部分においては、大電流を流す必要がないため、
配線径を細くすることが可能であり、配線を細くする事でＩＧＢＴ４上の配線面積を小さ
くすることが可能となり、チップサイズの小型化によるコスト低減効果があるため、ワイ
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ヤ状の配線をそのまま用いることが好適である。その際にはワイヤ状の配線の変形が問題
となるため、当該ワイヤ配線している領域の樹脂厚を小さくすることによって、ワイヤ配
線の変形を抑制することが有効である。
【００２８】
　さらに、実施の形態１と比較すると、樹脂厚が薄い領域が少なくなることから、樹脂の
充填圧力をさらに軽減することが可能となる。
【００２９】
　また、ゲート電極上の信号配線に平板状のリードを使用することも可能であるが、大電
流を扱う配線に比べて幅が狭くなり、剛性が低下するのでリードの剛性によっては樹脂厚
を薄くする必要がある。
【００３０】
　なお、本実施の形態において、ＩＧＢＴ４とＦＷＤｉ５上の配線にはリード１４のはん
だ付構造について示したが、同様に配線材料の剛性の高い構造として、厚さ０．２ｍｍ程
度からなるＡｌの平板を超音波接合する構造などが知られているが、これらを用いること
も有効である。
【００３１】
　以上説明したように、この実施の形態では、半導体素子上の配線材料に板状リードを用
いることにより、配線材料が変形しにくい形状となり、パッケージを薄く構成する領域を
限定的にできることから、制御電極上のみ樹脂厚さを小さくするだけで配線材料の変形を
抑制でき、更に低圧での成形が可能となる。
【００３２】
実施の形態３．（参考）
　図７は本発明の実施の形態３にかかる電力用半導体装置の断面図であり、半導体素子等
の固定状態を示している。
　この実施の形態では、ＩＧＢＴ４の制御電極上に配線されているワイヤ状の配線１１ｂ
のループ形状の頂点を含む領域において、熱可塑性樹脂の樹脂筐体１に凹部が形成されて
おり、凹部を形成する部分では樹脂筐体に勾配を設けている。
【００３３】
　通常、熱可塑性樹脂による樹脂封止型の装置では、金型からの離型性を確保するために
、抜き勾配と呼ばれる１０度以下の勾配が設けられ、本発明において開示されているよう
に凹部が設けられている部分においても同様の抜き勾配が形成される。
【００３４】
　しかしながら、厳しい温度サイクル環境での信頼性を求められるような電力用半導体装
置においては、凹部の角に当たる部分でのバランスが崩れる事と応力集中によって、パッ
ケージクラックが発生やすく、金型での凸部の樹脂の流れにより、特に注入された樹脂の
当たり面であるウェルドが当該部分で構成されやすい。
【００３５】
　そこでこの実施の形態では、凹部の角度を大きくすることで傾斜を設けるか、凹部の底
部にＲを設けることによって、強度の劣化もなくなり、温度サイクル試験中のパッケージ
クラックの発生が抑えられた。なお、この凹部底面の端部から上方に拡大する方向の傾斜
は、通常の抜き勾配が１０度以下であるのに対し、１０度より大きい勾配とすると効果的
である。
【００３６】
　また、このようにすることにより、形状的に応力集中しなくなりパッケージのクラック
が発生しにくくなるだけでなく、筐体の厚みが変化する部分での樹脂充填中の流れの乱れ
がなくなるため、局所的なガラス繊維配向の乱れがなくなり、温度サイクル試験中のパッ
ケージクラックが発生しにくくなった。
【００３７】
実施の形態４．
　図８は本発明の実施の形態にかかる電力用半導体装置３００の外形図であり、図９は図
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８の電力用半導体装置３００のIII－III方向の断面図である。
【００３８】
　本実施の形態において開示される構造においては、ＩＧＢＴ４上から配線されているワ
イヤ状の配線１１ｂ、１１ｃを挟むように、かつ配線１１ｂ、１１ｃと平行に、幅２ｍｍ
、深さ２ｍｍの溝部８ｂが構成されており、回路パターン１０から熱可塑性樹脂の樹脂筐
体１の溝底部までの距離が例えば２ｍｍとなるように構成されている。また、好適には、
この溝底部が、上方に凸のループ形状の配線１１ｂ、１１ｃの頂点より深くなるように形
成される。
【００３９】
　かかる構成とする事によって、注入された熱可塑性樹脂がワイヤ状の配線の頂点に対し
て直接当たらなくなることで、配線を横倒しする方向に加わる力を低下させる効果がある
だけでなく、配線の頂点近傍の樹脂の流動方向を配線と平行とすることで、樹脂の当たり
面積を小さくすることが可能となり、さらには、金型面からの距離が横方向にて小さくな
ることによって、金型面での流動抵抗の効果を横方向からも発揮するため、樹脂の流速が
小さくなり、配線の変形を抑制させることが可能となる。
【００４０】
　また、樹脂の注入方向に影響を受けずに配線の自由度を損なうことなく配線の変形を効
果的に抑制した装置を構成できる。
【００４１】
　特に、樹脂注入部であるゲート１３から注入された樹脂の流れが配線の配線方向に対し
て垂直であると、特に隣接する配線と接触しやすいため、樹脂の注入方向と直交する方向
に凹部を設けることが有効であり好適である。
【００４２】
　以上説明したように、この実施の形態では、熱可塑性樹脂による樹脂筐体の形成時に樹
脂の流動を配線材料が変形しやすいループの頂点に直接接しない構造にすることにより、
配線の頂点近傍での樹脂流動が配線を倒す方向に働かず、かつ金型に挟まれていることに
よって流動速度を抑制したことによって、溝部の構成領域を最小限に抑えて、配線材料の
変形を抑制することができる。
【００４３】
　また、樹脂の流入方向が配線材料と直交する場合に、配線材料が最も変形しやすい方向
に力が加わるが、この実施の形態では、樹脂筐体に溝部を流入方向と直交する方向で設け
ることによって、配線近傍の樹脂流速が遅くなると共に、変形しにくい方向の流入方向と
なるため、配線の変形に起因する不良を確実に抑制することができる。
【符号の説明】
【００４４】
　１　樹脂筐体、２　外部端子、３　信号端子、４　半導体素子（ＩＧＢＴ）、５　半導
体素子（ＦＷＤｉ）、６　放熱板、７　取り付け穴、８　凹部、８ｂ　溝部、９　はんだ
、１０　回路パターン、１１ａ，１１ｂ，１１ｃ　配線、１２　接着絶縁層、１３　ゲー
ト、１４　配線（リード）。
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